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令和３年１月 木更津市定例教育委員会会議 会議録 
 
１．日   時   令和３年１月１２日（火） 午後１時００分～午後２時００分 
２．場   所   木更津市役所朝日庁舎 会議室Ａ１ 
３．出 席 者   教育長及び委員 
           教育長 髙澤 茂夫 
           委 員 武井 紀夫 
           委 員 渡部 佳子 
           委 員 豊田 雅之 

職 員 
           教育部長         岩埜 伸二 
           教育部次長兼教育総務課長 中村 伸一 
           教育部参事兼学校教育課長 今井 克彦 
           学校給食課長       重城 秋子 
           生涯学習課長       鈴木 和代 
           文化課長         小高 幸男 
           まなび支援センター所長  前田健太郎 
           学校給食センター所長   高橋 和仁 
           図書館長         森田 益央 
           郷土博物館金のすず副館長 稲葉 昭智 
           中央公民館長       星野 隆弘 
           資産管理課長       佐藤 慎吾 
           学校給食センター主査   小泉 仁美 
           （会議事務局） 
           教育総務課課長補佐    古賀佳代子 
           教育総務課主任主事    萩原奈央子 
４．傍 聴 人 数   ０名（非公開議案１件） 
５．議    案 

議案第 １ 号 市議会の議決を要する事件の議案（民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係る変更契約の

締結）について 

６．報 告 事 項   なし 

７．議 事 大 要 
○髙澤教育長 

 定刻となりましたので、令和３年１月定例教育委員会会議を開催いたします。 
 会議録署名人には、豊田委員にお願いいたします。また前回、１２月定例会議の会議

録につきましては、渡部委員と私で、それぞれ確認、署名いたしました。 

 それでは、議案の審議に入ります。はじめに、議案第１号「市議会の議決を要する事件

の議案（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特
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定事業に係る変更契約の締結）について」を議題に供します。事務局から提案理由の説

明をお願いいたします。 

○中村教育部次長 

 議案第１号「市議会の議決を要する事件の議案（民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係る変更契約の締結）について」ご説明申し

上げます。 
 議案資料２ページをご覧ください。本議案は、木更津市学校給食センターによる学校給食

配膳業務について、太田中学校の生徒数増加による学級数の増加に伴い変更契約を締結する

にあたり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２条並びに

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議案

資料３ページのとおり、３月市議会定例会に提案する議案を市長に申し出ることについて、

木更津市教育委員会組織及び運営規則第５条第１０号の規定により議決を求めるものでござ

います。 
 本契約につきましては、事業期間が平成１９年１２月から令和６年３月までの長期契約と

なります。これまで４回の変更契約を行っており、前回の変更につきましては、真舟小学校

の児童数増に伴い、契約を締結しております。今回の変更につきましては、変更前６６億５，

４２８万９８３円に対し、変更後６６億５，９１５万３，８８３円となり、４８７万２，９

００円の増額となります。ただし、この契約には金利変動、物価変動及び食数変更による増

減額、市の是正勧告に基づく勧告並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内という

付帯要件がついております。 
 変更の理由につきましては、先ほどご説明しましたとおり、木更津第一小学校改築及び（仮

称）木更津市学校給食センター整備事業に係る学校給食の配食校のうち、太田中学校の生徒

数増加による学級数増加に伴い、配膳員の増員等により業務対価に変動が生じることから現

行の契約を変更するものでございます。なお契約の相手方につきましては、木更津教育サー

ビスＰＦＩ株式会社でございます。 
 説明は以上でございます。 

○髙澤教育長 

 ただいま、事務局から提案理由等の説明がありました。この件につきまして、ご質問

はございますでしょうか。 

○豊田委員 

 契約の要件として、金利変動、物価変動、食数変更による増減額等は別途調整という

ことだと思います。物価変動、食数変更については給食の関係で分かるのですが、金利

変動とはどういう意図になりますでしょうか。 

○中村教育部次長 

 本事業につきましては、一部金額を銀行に借り受けて行っておりますので、その銀行

との金利変動も別途見込むという意味になります。 

○渡部委員 

 契約の相手方については、前回と変わらず同じ会社ということになるのでしょうか。 
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○中村教育部次長 

 その通りでございます。契約の相手方となっております木更津教育サービスＰＦＩ株式

会社につきましては、学校給食センター及び木更津第一小学校を建築し、今の形で運営する

にあたり、複数の業者が共同体として作っていただいた企業です。この会社と長期契約を結

んでいるということになりますので、相手方は引き続き同一の会社となります。 
○岩埜教育部長 

 なお、この変更契約につきましては先ほどご説明いたしました通り、学級数の増によ

り配膳員の増が見込まれることから、人件費等について増額するものでございますが、

増額金額の妥当性等につきましては株式会社長大というモニタリング会社を入れており

まして、そちらで調査をしていただいております。そういった形で調整し最終的な金額

について決定しておりますので、ご了承いただきたく存じます。 

○髙澤教育長 

 また、今回の変更については太田中学校の学級増が理由でございますが、現在、市内

において金田小学校及び太田中学校の校舎増築事業が進められており、２月末から３月

頃にかけて検査が終了し、引き渡される見込みです。太田中学校については現在の校舎

にある配膳室及び新校舎に新たに作られる配膳室の２つが出来ますので、そちらに配置

される人員等の増という形になります。また金田小学校につきましては、給食センター

配食校ではなく、親子給食の方式を取っておりますので、今回の変更契約には関わって

おりません。 

 ほかにご質問がなければ、ご意見はございますでしょうか。 

＜意見なし＞ 

 ご意見がなければ、採決に移ります。議案第１号「市議会の議決を要する事件の議案（民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係

る変更契約の締結）について」につきまして、原案どおり賛成の方、挙手をお願いいた

します。 

＜挙手全員＞ 

 賛成全員で原案どおり決定いたしました。 

 以上で、本日予定しておりました議案の審議を終了いたします。 

 続きまして、報告事項に移りますが、今月の報告事項はありません。 

 続きまして、その他の事項につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【その他、事務局連絡・報告事項】 

・令和３年度教育費３月補正予算要求について 

説明：中村教育部次長、今井教育部参事兼学校教育課長、重城学校給食課長、鈴

木生涯学習課長、前田まなび支援センター所長、高橋学校給食センター所

長、森田図書館長、稲葉郷土博物館金のすず副館長、星野中央公民館長 

・令和３年成人式の開催中止及び代替内容について 

説明：鈴木生涯学習課長 
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○髙澤教育長 

 その他、委員からご意見等ございますか。 

○武井委員 

 新型コロナの感染拡大に伴い、換気ということが広く推奨されております。学校にお

いても教室の窓を開ける等の対応をされていると思いますが、特に今の時期は寒くなっ

ております。例えば中学生であれば制服が本来の生徒の服装となりますが、寒さ対策と

してズボンを履く、コートを着たままで良い等の配慮はされているのでしょうか。 

○今井教育部参事兼学校教育課長 

 校長会議の際に通知をしております。委員がおっしゃいましたように、換気をするこ

とにより寒くなることは十分想定できますので、上着を羽織るというようなことについ

ても、児童生徒の体調を鑑みて対応するよう各学校には伝えているところでございます。 

○渡部委員 

 市内でのコロナ感染者数も着実に増えております。学校においても若干名感染者が出

ていると思いますが、そういうことに対して、該当する学校の混乱等はあったのでしょ

うか。 

○今井教育部参事兼学校教育課長 

 過去に何名か児童生徒が感染し、市の安心・安全メールでお知らせをしました際は、

数件ではございますが問い合わせの電話等をいただいております。内容といたしまして

は、何年生が感染したのかといったようなことから、また仕事先の規則として、自分の

子どもの学校で感染者が出た場合は会社を休まなければならないため、学校名を教えて

ほしい等のお話となります。しかしながら、市としてはプライバシーの関係もございま

すので、その旨をお伝えし教えることはいたしません。それ以上は皆様ご理解いただき、

特にクレーム等に発展した事態は今まではございません。 

○髙澤教育長 

 そこまで大きな混乱にはなっていない印象です。一般には公開いたしませんが、感染

者が出た学校につきましては学校消毒等もございますので該当校の保護者にはすぐご連

絡をしておりますし、現状では先ほど申し上げましたとおり、目立ったクレームやトラ

ブル等はございません。 

 しかしながら、委員おっしゃる通り千葉県全体から見てもかなり蔓延してきておりま

す。先日発令された緊急事態宣言等も受け、学校は休校にこそしませんが、各事業の在

り方や部活動等についてかなり細かい指示が出されております。本市といたしましても

臨時校長会議を開き、そういった内容について通知させていただく予定でございます。 

 ほかになければ、その他を終了いたします。 

 それでは、事務局から次回の教育委員会会議につきまして、連絡をお願いいたします。 

○事務局 

 次回、２月の定例教育委員会会議につきましては、２月１６日（火）午後１時３０分

から市役所朝日庁舎会議室Ｆで開催いたしますのでよろしくお願いいたします。 

○髙澤教育長 

 以上をもちまして、令和３年１月定例教育委員会会議を終了いたします。 
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            会議録署名人  教  育  長 
 
                    委     員 


